
　一人ひとりのお子さんについて、保護者と教育・福祉・医療・労働等の

関係機関が連携して、長期的な視点で就学前から学校卒業後までの

一人ひとりのニーズに応じた支援を効果的に実施するための計画です。

　本人・保護者の願いや本校の担任、教育・福祉・医療・労働等の関係機関との連携をふまえて作っていきます。

作成は担任が中心となって行いますが、その際、懇談等において保護者の方と十分に話し合い、お子さんのよりよい

支援を考えながら進めていきます。　評価や次年度への課題についても保護者の方と意見交換をしながら行います。

ご協力よろしくお願いします。
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　必要に応じて次の話し合いや連絡・連携のために活用していきます。

○懇談会などで保護者の方と担任との話し合いに使います。

○学年や学部、その他校内の関係者による話し合いに使います。

○校内の関係者と教育・福祉・医療・労働等の関係機関による話し合いに使います。

　（療育相談、PT・OT・ST相談、課題学習相談、からだの学習会　等）

　一人ひとりのお子さんの支援の実態やニーズに応じて「個別の教育支援計画」を活用し、情報を共有したり、

望ましい支援の在り方を具体的に検討していきます。５月の懇談会で担任と保護者の方で支援内容等を話し合い、

その活用について確認します。

　個人情報の保全については十分に配慮し、お子さんのよりよい支援のために活用していきます。

　ご協力をよろしくお願いします。

　また、保護者の方にもコピーをお渡ししますので必要に応じて、保護者の方と関係機関による話し合い等にお使い

ください。

　年度途中に追加でコピーが必要な場合、お申し出いただきましたらお渡しします。

４月 ○小学部１，４年、中学部１年、高等部１年は、これまでに作成していた「個別の教育支援計画」

　（「サポートファイル」等）がありましたら、お預かりします。

○記入していただいた「本人・保護者の願い」の用紙を回収します。

○「個別の教育支援計画」の支援内容等を保護者の方と話し合い、活用についての確認をします。

○作成した「個別の教育支援計画」のコピーを保護者の方にお渡しします。

○保護者の方と支援・指導経過等の話し合いをします。

○支援内容の結果や評価等を保護者の方に説明し、次年度の申し送り事項について

　話し合いをします。

年度末 ○小学部３，６年、中学部３年、高等部３年は、「個別の教育支援計画」（サポートファイル）をお返し

　します。

○小学部１，２，４，５年、中学部１，２年、高等部１，２年は、「個別の教育支援計画」のコピーを

　お渡しします。

○次年度に向けて「本人・保護者の願い」の用紙を配付します。

※ サポートファイルに綴じてお渡しする個別の教育支援計画を原本とします。

　　それ以外に（６月、３月、必要に応じて）書類のみでお渡しする分はコピーとします。

※ サポートファイルは学校でお預かりし、小学部３，６年、中学部３年、高等部３年の３月にお返しします。

　　その際、３年分（中学部３年なら中学部１～３年分）の個別の教育支援計画（原本）を綴じてお渡しします。
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